
山梨県立大学大学院人間福祉学研究科ティーチング・アシスタント規程 

（令和６年４月１日制定 人間福祉学研究科５２１０号） 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、山梨県立大学大学院人間福祉学研究科（以下「研究科」という。）におけるテ

ィーチング・アシスタント（以下「ＴＡ」という。）制度に関し、必要な事項を定める。 

 

（目的） 

第２条 ＴＡ制度は、山梨県立大学人間福祉学部（以下「学部」という。）教育におけるきめ細かい

指導の実現や学生が将来教員・研究者になるためのトレーニングの機会の提供を図ることを目的

とする。 

 

（資格） 

第３条 ＴＡとなることができる者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。 

 (１) 研究科に在籍する学生で学業成績が優秀であり、かつ、次条に定める業務を遂行する能力

を有する者 

 (２) 指導教授より推薦された者 

 

（業務） 

第４条 ＴＡは、次に定める業務に従事する。 

 (１) 教員の授業の進行補助、資料作成、機材準備等 

 (２) 講義、演習、実験、実習等における学部学生に対する学修上の指導及び相談 

 (３) その他必要と認める教育補助業務 

２ ＴＡの業務に従事する時間は、原則として週１０時間、年間３００時間を上限とする。ただし、

演習・実習の補助のときは、週単位の上限時間によらず、年間３００時間を超えない範囲で実情

に応じて担当することができる。 

３ 研究科長はＴＡ業務従事にあたる当該学生の研究及び授業等に支障が生じないよう配慮しなけ

ればならない。 

 

（身分及び給与） 

第５条 ＴＡの身分は、公立大学法人山梨県立大学有期雇用教職員就業規則に定めるアルバイトと

し、同規則に定めるアルバイトの給与を支給する。 

 

（委任） 

第６条 この規程に定めるもののほか、ＴＡ制度に関し必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 


